
研究・イノベーション学会「企画会議」設置要綱	 
	 
	 研究・イノベーション学会（以下「学会」という。）に企画会議を設け、その趣旨、	 
要件、手続き等は、以下のとおり定める。	 	 
	 
１．趣旨と権限	 
	 総会での議決を待てない至急案件並びに常任理事会を横断した検討が必要な案件、将
来の検討案件等についての審議及び議決を担う合同理事会として、企画会議を設置する。	 
議決結果は、評議員会及び総会に報告する。	 
	 
２．構成員	 
	 (1)企画会議の委員を以下とする。	 	 
	 	 	 	 −	 会長	 
	 	 	 	 −	 次期会長予定副会長、副会長	 
	 	 	 	 −	 筆頭総務理事	 
	 	 	 	 −	 筆頭会計理事	 
	 	 	 	 −	 筆頭業務理事（業務委員長）	 
	 	 	 	 −	 筆頭編集理事（編集委員長）	 
	 	 	 	 −	 筆頭広報担当理事	 
	 	 	 	 −	 事務局担当理事	 
	 	 	 	 −	 新たな活動検討委員会委員長	 	 

−	 組織改革委員会委員長	 
(2)議長は、理事以外の者を委員長に任用する場合には、理事会の議を経て総会に上
程する。	 

(3)議長は、委員以外の役員及び学会が設置する委員会の構成員をオブザーバーとし
て参加させることができる。	 
	 

３．議長	 
	 企画会議の議長は、会長が務める。	 
	 
４．開催方法	 
	 企画会議は、必要に応じ適宜開催する。電子メールや skype 等での審議等、対面では
ない開催を妨げないものとする。	 
	 
５．企画会議に属する組織	 
	 企画会議の下に、人事委員会、新たな活動検討委員会及び組織改革委員会並びに必要
に応じてタスクフォースを設置する。	 
	 
（１）人事委員会	 
別途定める人事委員会規程による。	 

	 
（２）新たな活動検討委員会	 
別途定める新たな活動検討委員会規程による。	 

	 
（３）組織改革委員会	 
	 別途定める組織改革委員会規程による。	 
	 
（４）タスクフォース	 
会長の発議等により企画会議の審議を経て複数のタスクフォースを設置することがで
きる。タスクフォース規程は別途定める。	 
	 
※策定	 2018 年 10 月理事会決定、同年 10 月総会報告	 
※改定	 2020 年 10 月理事会決定、同年 10 月総会報告	 
※改定	 2021 年 10 月理事会決定、同年 10 月総会報告	 



研究・イノベーション学会運営体制	 
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年１回開催	 
構成員：全会員	 	 議長：会長	 

年１回開催	 
構成員：評議員	 
所掌：予算、事務計画の評議	 

合同理事会と併せ年２回程度以上開催	 
構成員：全理事	 	 議長：会長	 
所掌：総会の権限に属する事項	 
	 	 	 の決議と執行	 

年３回程度開催	 
議長：筆頭総務理事	 
所掌：総会等の開催、会員の	 
	 	 	 維持拡大、規定等見直し、	 
	 	 	 支部等	 

年３回程度開催	 
議長：筆頭広報担当理事	 
	 	 （総務理事会との合同	 
	 	 	 開催もあり）	 
所掌：広報	 

年３回程度開催	 
議長：筆頭業務理事（委員長）	 
所掌：年次学術大会・シンポ	 
	 	 	 ジウムの企画、分科会等	 

年３回程度開催	 
議長：筆頭編集理事（委員長）	 
所掌：機関紙の発行	 

所掌：事務局業務	 

議長：筆頭会計理事	 
所掌：資産・会計業務の	 
	 	 	 監督と助言	 

所掌：会計の監査	 

所掌：学会の将来に関わる新たな	 
	 	 	 活動の企画と実行	 

所掌：翌年度の会長、副会長、	 
	 	 	 理事、評議員の候補の	 
	 	 	 選任	 

随時開催	 
構成員：会長、次期会長予定副会長、	 
	 	 	 	 副会長、筆頭総務理・広報・	 
	 	 	 	 業務・編集・会計理事ほか	 
所掌：各常任理事会間の調整と横断的	 
	 	 	 検討	 

組織改革委員会	 
所掌：諸規定、運用に関わる課題	 

解決、法人化の検討、提案	 

（タスクフォース）	 


